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２／16㈮

２／19㈪

２／20㈫

２／21㈬
２／22㈭

２／23㈮

２／26㈪

池 ノ 内
花山団地
内　　田
藤　　本
古 市 下
古 市 上
糸 原 下
糸 原 上
糸 原 南
小　　城
向 陽 台
三 井 寺
志 和 利

月　日 行　政　区 相　談　会　場

武蔵総合支所２階会議室

２／27㈫

３／１㈭

３／２㈮

３／４㈰

３／５㈪

３／６㈫

３／11㈰

成　　吉
今　　市
手 野 下
手 野 上
吉 広 下
吉 広 上
休日相談日
麻 田 下
麻 田 上
狭　　間
丸小野下
丸小野上
休日相談日

月　日 行　政　区 相　談　会　場

武蔵総合支所２階会議室

西地区公民館

武蔵総合支所２階会議室

西地区公民館

武蔵総合支所２階会議室

２／16㈮

２／19㈪

２／26㈪

３／２㈮

２／20㈫

２／21㈬

２／22㈭

２／23㈮

２／27㈫

２／28㈬

３／１㈭

３／４㈰

諸田・中野・小俣

久末・弁分・矢川・天堤

両子・富永

恒清・糸永

下原上・下原中・下原下・大海田

塩屋第一・塩屋第二・下原港

馬場・向陽台・下原西

月　日 地区 行　政　区 相　談　会　場

安岐総合支所１階

相談室

あさぎりの郷

西武蔵出張所

安岐地区公民館

（漁民センター）

安岐総合支所１階

保健センター

３／５㈪

３／６㈫

３／７㈬

３／８㈭

３／９㈮

３／11㈰

３／12㈪

３／13㈫

３／14㈬

３／15㈭

大添・みかん山・下山口

西本・山口・馬渡

山浦・橋上・掛樋・油留木・成久・蔦巻

吉松本谷・吉松前谷・美濃辺・中園・沢掛

瀬戸田上・瀬戸田下・東小川・西小川

月　日 行　政　区 相　談　会　場

安岐総合支所１階

保健センター

安岐総合支所２階204会議室

安岐総合支所１階

保健センター

地区

各地区の納税相談に都合
がつかない方や確定申告
をされる方は、この期間
をご利用下さい。

各地区の納税相談に都合
がつかない方や確定申告
をされる方は、この期間
をご利用下さい。

平日都合のつかない方や
確定申告をされる方は、
この日をご利用下さい。

平日都合のつかない方や
確定申告をされる方は、
この日をご利用下さい。
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２／16㈮

２／19㈪

２／20㈫

２／21㈬

２／22㈭

２／23㈮

２／26㈪

西　方　寺
岡

浦　　　手
鬼　　　籠
櫛　　　海
赤　　　根
千　　　灯
野　　　田
新　　　涯
八 坂 団 地
西　　　中
東　　　中
川　　　西
浜　　　中
本　　　城

月　日 地　区　名 相　談　会　場

岡公民館

竹田津改善センター

千灯公民館

みんなんかんホール

２／27㈫

３／１㈭

３／２㈮

３／４㈰
３／５㈪
３／６㈫
３／７㈬
３／８㈭
３／９㈮
３／11㈰

上　櫛　来
下　櫛　来
古　　　江
上　岐　部
中　岐　部
下　岐　部
西方寺～本城
小　熊　毛
大　熊　毛
向　　　田

全　地　区

上櫛来～向田

月　日 地　区　名 相　談　会　場

下櫛来公民館

養護老人ホームくにみ苑

みんなんかん第２学習室

熊毛改善センター

向田高齢者活動施設

みんなんかんホール

みんなんかん第２学習室
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４年目
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５年目

取り崩し

： 準備金積み立て

市県民税・所得税の申告相談が始まります
税の申告期間は２月16日㈮から３月15日㈭まで
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　この度、品目横断的経営安定対策、米政策改革推
進対策、農地・水・環境保全向上対策に係る交付金
等について、新しい課税の特例措置が19年度から認
められます。
　この特例措置により、品目横断的経営安定対策の
交付金等を受領した担い手の方が、この交付金等を
経営発展のための準備金として積み立てた場合、そ
の積立分について必要経費（損金）に算入すること
ができます。
　また、積み立てた準備金を取り崩して、農業用固定
資産（農用地・農業用機械等）を取得した場合、圧縮
記帳（圧縮額を損金に算入）することができます。

　交付金等を受領する方で、上記の税制特例を受け
ようと思う担い手の方は、次のような税務上の手続
が必要となります。

①　20年の確定申告（19年分の所得）は青色
申告で行うことが必要です。このため、19年
３月15日までに「青色申告承認申請書」を
最寄りの税務署に提出する必要があります。
②　その際、19年１月以降の事業について、
所定の帳簿で記帳する必要があります。
※詳しくは、大分農政事務所にご相談ください。

　交付金等※１を準備金※２として積み立てた場合、
その積立額を個人は必要経費算入、法人は損金算入
できます。
　さらに、５年以内に当該準備金を取り崩して、農
用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場
合には、圧縮記帳※３できます。

注：交付金等を受領する人で、税制特例を受けよう
と思う担い手の方は、次のような税務上の手続
が必要となります。

　　20年の確定申告（19年分の所得）は青色申告で
行うことが必要です。このため、19年３月15
日までに「青色申告承認申請書」を最寄りの税

務署に提出する必要があります。その際、19年
１月以降の事業について、所定の帳簿で記帳す
る必要があります。

※ 詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。

※１　品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対
策、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支
援）の導入に伴う交付金等。

※２　準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失
に備えて積み立てる金額。

※３　圧縮記帳とは、取得資産について一定額まで帳
簿価額を圧縮し、その圧縮額を必要経費（損金）
に算入することによって、その額について課税所
得が生じないようにする手法（実質非課税）。

担い手の皆様に対する新しい税制の
特例措置についての大切なお知らせ

担い手に対する新たな税制特例
（農業経営基盤強化準備金の創設）

注： ５年間固定資産を取得しなかった場合には、１年目の積立金を６年目に取り崩し、当該取崩額に課税されます。

準備金の積立
　交付金等を準備金に積み立て
た場合、当該積立額は
① 個人は必要経費算入
② 法人は損金算入
（積み立てない場合は課税）

農業用固定資産の取得
　準備金を取り崩して農業用固
定資産を取得した場合、その取
崩額の範囲内で圧縮記帳

交付金を投資に振り向け、経営発展！交付金を投資に振り向け、経営発展！

※担い手とは、認定農
　業者と一定の集落営
　農組織です。

※従来どおり行政区ごとに相談日を設けていますが､ 地区内の相談日で
　あればいつ来られても結構です。
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問い合わせ　農政課振興係　TEL0978721111　内線252
　　　　　　大分農政事務所地域第一課（宇佐）　TEL0978321344


